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マイナンバーカードの交付累計及び交付数について
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マイナンバーカードの所有状況について
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できること
マイナンバーカードで

4 5 6

1 2 3
本人確認書類
として
使える！

コンビニで
各種証明書が
取得できる！

健康保険証
としても
使える！

民間の
サービスにも
役に立つ！

便利な
マイナポータル
が使える！

オンラインで
行政手続きが
できる！
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20,000円分
最大

お好きな

キャッシュレス
決済サービスで

使える！

申込みサポート
長野市役所 及び
若里マイナンバー
カードセンター
にて実施中！！

5,000円分 7,500円分 7,500円分

マイナンバーカード
の新規取得等で

健康保険証とし
ての利用申込み
で！

公金受取口座の
ご登録で！
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マイナポイントの対象者は、今年の９月30日までにカード申請した方です。



６国と県の動向

（１）国の方針
・令和４年度末までにほぼ全ての国民にマイナンバーカードが行き渡ることを
目指す。

（２）重点的フォローアップ対象団体
・総務省では本年６月、マイナンバー交付率が平均未満の約630の自治体を
「重点的フォローアップ団体」に指定。
・長野県では約50の自治体が指定され、長野市も指定を受けている。
・今後、月１回のペースで副市町村長出席による「普及促進会議」を開催し取得
促進を図っていく。

（３）カード普及率を地方交付税に反映することについて
・６月に金子総務大臣がカード普及率を地方交付税に反映すると発表。
その後「交付税が減額されるという趣旨ではなく、デジタル化を進めている
自治体の取組を支える」という考えを記者会見で述べている。



これまでの本市の取組状況

①出張申請受付の実施
・地区、企業、確定申告会場等に出向いて申請を受け付けた。
平成28年度・・・小田切地区など2回 70人
平成29年度・・・戸隠、信州新町地区など18回 1,150人
平成30年度・・・更北地区、長野税務署など31回 2,139人
令和元年度・・・篠ノ井地区、中央警察署など30回 2,035人
令和２年度・・・企業１回 144人（新型コロナの影響で減）
令和３年度・・・ＡＣパルセイロ試合会場など12回 734人（新型コロナの影響で減）
※令和４年度は、ワクチン接種会場、松代、大豆島地区などで実施しており、７月
19日現在で「1,054人」受け付けた。

②本庁での窓口開設時間の延長など
・平成28年度から火曜日は19時まで、令和３年度から水曜日も19時まで窓口を延長
して開設
・日曜開庁時の外に令和２年度から臨時開庁日を設け窓口体制を拡充

③市役所（支所）の外に新たな拠点施設を開設

・若里第二分室に若里マイナンバーカードセンターを令和４年３月に開設
※新規申請者1,835人、カード受取者985人 計2,820人（７月19日現在）

７



１ 出張申請受付の強化
マイナポイント申請対象期限の９月末までを「申請強化期間」として、地区
や企業等への出張申請受付を積極的に行う。

２ 広報活動の強化
取得促進全般について、新聞広告、チラシ配布、市ＨＰ掲載、ＳＮＳの活用
などにより幅広く周知を行う。

３ 庁内への依頼事項
（１）職員のカード取得

未取得者の職員を対象に本庁会議室で「申請受付」を行う。
（実施時期：８月下旬～９月上旬を予定）

（２）関係団体等への依頼
各部局所管の関係団体との会合等の際には、カードの取得について
触れていただき、ご協力をいただく。

今後の本市の取得促進策

※本市としても、より一層カードの取得を進めていく必要があるため、各部局

におかれては、取得促進策へのご協力をお願いいたします。
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